
 

 

日本精化株式会社 女性活躍推進行動計画 

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、以下のとおり日本精化株式

会社 一般事業主行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 202６年 4月 1日～202９年 3月 31日までの３年間 

 

２．内 容 

 

【目 標①】 

企画指導職（初級管理職級）以上の社員に占める女性割合を、1８％以上にする 

 

＜取り組み内容＞ 

 2026年 4月～ 

女性社員に関わらず、全社員の育成を強化することが重要であるという前提のもと、  

各種人材育成施策や人材育成体系の充実・運用により、企画指導職級以上の者の増加を

目指す。 

  

 

【目 標②】 

 計画期間の年間平均総実労働時間を 1970時間未満とする。 

 

＜取り組み内容＞ 

 2026年 4月～ 

 ・総実労働時間削減の施策を検討、実施する。 

 ・労働時間に関する意識向上のための施策を検討、実施する。 

 

2026年 4月 1日 

 

日 本 精 化 株 式 会 社 

代表取締役執行役員社長 矢野 浩史 


